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日
本
政
府
が
一
九
七
九
年
に
批
准
し
た
国
際
人
権
〈
自
由
権
〉
規
約
七
条
に
は
「
何
人
も
、
拷
問
又
は
残
虐
な
、
非
人
道
的

な
若
し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
り
扱
い
若
し
く
は
刑
罰
を
受
け
な
い
」
、
一
〇
条
一
項
に
は
「
自
由
を
奪
わ
れ
た
す
べ
て
の 

者
は
、
人
道
的
に
か
つ
人
間
の
固
有
の
尊
厳
を
尊
重
し
て
、
取
り
扱
わ
れ
る
」
と
そ
れ
ぞ
れ
規
定
さ
れ
て
い
る
。
ま
た
、
一
七

条
で
は
私
生
活
へ
の
恣
意
的
な
、
も
し
く
は
不
法
な
干
渉
を
禁
止
し
て
い
る
が
、
現
在
の
矯
正
施
設
で
は
右
規
約
や
国
連
被
拘

禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
に
則
っ
た
処
遇
と
な
っ
て
い
る
か
ど
う
か
、
疑
問
の
声
が
寄
せ
ら
れ
た
。
日
本
国
憲
法
が
保
障
す
る

基
本
的
人
権
の
侵
害
と
思
わ
れ
る
ケ
ー
ス
も
あ
る
と
い
う
。
本
年
一
〇
月
、
ジ
ュ
ネ
ー
ブ
国
連
代
表
部
で
、
規
約
人
権
委
員
会

が
開
か
れ
、
日
本
の
被
拘
禁
者
へ
の
処
遇
に
対
し
て
改
善
勧
告
が
出
さ
れ
た
こ
と
、
拷
問
禁
止
条
約
の
批
准
準
備
に
入
っ
て
い

る
こ
と
な
ど
を
踏
ま
え
、
以
下
質
問
す
る
。 

一 

健
康
管
理
と
医
療 

（
2
） 

被
拘
禁
者
が
病
気
を
訴
え
た
が
、
診
察
な
ど
を
受
け
ら
れ
ず
、
日
弁
連
や
地
元
の
弁
護
士
会
か
ら
警
告
や
勧
告
さ 

（
1
） 

被
拘
禁
者
の
健
康
管
理
と
医
療
に
つ
い
て
、
国
連
決
議
や
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
な
ど
で
、
国
際
的
な
基

準
は
示
さ
れ
て
い
る
か
。
そ
の
内
容
と
日
本
の
現
状
を
説
明
さ
れ
た
い
。 

矯
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（
7
） 

熊
本
刑
務
所
で
は
、
夏
期
に
お
い
て
も
冬
夏
兼
用
の
毛
布
を
用
い
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
と
い
う
。
こ
れ
で
は
体
温

調
整
が
難
し
く
、
健
康
管
理
に
問
題
が
生
ず
る
の
で
は
な
い
か
。
夏
季
用
寝
具
の
支
給
は
で
き
な
い
の
か
。
全
国
の

矯
正
施
設
で
も
、
同
じ
処
遇
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
。
ま
た
、
夏
季
、
身
体
洗
浄
用
の
タ
オ
ル
を
洗
う
こ
と
が
夕
方

六
時
に
一
回
し
か
許
可
さ
れ
て
お
ら
ず
、
翌
日
ま
で
汗
臭
く
な
っ
た
タ
オ
ル
を
使
わ
ざ
る
を
得
な
い
そ
う
だ
が
、
こ 

（
6
） 

長
期
収
容
者
（
死
刑
確
定
者
を
含
む
）
に
は
「
拘
禁
症
」
と
呼
ば
れ
る
特
有
の
神
経
症
が
発
生
す
る
ケ
ー
ス
が
あ

る
よ
う
だ
が
、
ど
の
よ
う
に
対
応
し
て
い
る
か
。 

（
5
） 

慢
性
疾
患
（
生
活
習
慣
病
等
）
や
高
齢
者
の
被
拘
禁
者
に
は
ど
の
よ
う
な
配
慮
を
し
て
い
る
か
。 

（
4
） 

被
拘
禁
者
が
病
気
に
な
っ
た
際
の
治
療
費
は
誰
が
負
担
す
る
の
か
。
ま
た
、
被
拘
禁
者
は
希
望
す
る
医
師
の
診
断

を
受
け
ら
れ
る
か
。 

（
3
） 
各
矯
正
施
設
に
は
常
勤
医
師
、
看
護
婦
は
何
人
勤
務
し
て
い
る
か
。
個
別
に
答
弁
さ
れ
た
い
。
ま
た
、
「
代
用
監

獄
」
の
医
師
、
看
護
婦
は
ど
の
よ
う
に
確
保
さ
れ
て
い
る
か
。 

れ
た
事
例
は
過
去
三
年
間
に
何
件
あ
る
か
。
具
体
的
に
ど
の
よ
う
な
ケ
ー
ス
で
、
政
府
は
警
告
な
ど
に
対
し
て
ど
う

考
え
て
い
る
か
を
示
さ
れ
た
い
。 

四 

 



 

二 

面
会 

（
3
） 

被
拘
禁
者
や
死
刑
確
定
者
と
弁
護
士
と
の
面
会
、
通
信
に
は
全
面
的
に
立
ち
会
い
、
検
閲
が
実
施
さ
れ
て
い
る
。 

（
2
） 

未
決
の
被
拘
禁
者
と
そ
の
弁
護
人
の
通
信
が
検
閲
さ
れ
、
文
書
の
一
部
が
削
除
さ
れ
た
ケ
ー
ス
が
あ
る
と
の
訴
え

が
あ
っ
た
。
承
知
し
て
い
る
か
。 

（
1
） 

総
務
庁
の
調
査
に
よ
る
と
、
被
拘
禁
者
と
の
面
会
は
各
矯
正
施
設
に
よ
っ
て
異
な
り
、
平
日
午
後
三
時
半
で
受
付

を
締
め
切
り
、
休
日
は
面
会
さ
せ
な
い
と
こ
ろ
も
あ
れ
ば
、
休
日
の
面
会
を
認
め
る
と
こ
ろ
も
あ
る
と
い
う
。
総
務

庁
は
一
九
九
三
年
度
の
勧
告
書
で
、
面
会
の
機
会
を
拡
大
す
る
よ
う
に
提
言
し
た
が
、
そ
の
後
状
況
は
改
善
さ
れ
た

か
。 

（
9
） 

東
京
拘
置
所
で
心
理
状
態
が
不
安
定
な
死
刑
確
定
者
を
よ
り
環
境
の
悪
い
房
に
移
し
、
さ
ら
に
症
状
を
悪
化
さ
せ

た
と
い
う
訴
え
が
あ
る
が
、
承
知
し
て
い
る
か
。 

（
8
） 

熊
本
刑
務
所
の
独
居
房
は
、
就
寝
時
も
監
視
の
た
め
室
内
灯
が
つ
い
て
い
る
た
め
、
睡
眠
が
妨
げ
ら
れ
る
と
い
う

収
容
者
か
ら
の
訴
え
が
あ
っ
た
。
他
の
矯
正
施
設
で
も
同
じ
か
。 

の
よ
う
な
処
遇
に
ど
の
よ
う
な
合
理
性
が
あ
る
の
か
。 

五 

 



 

三 

言
論
の
自
由 

（
2
） 

熊
本
刑
務
所
で
、
被
拘
禁
者
が
私
物
の
ノ
ー
ト
に
職
員
ら
の
氏
名
な
ど
を
書
き
込
も
う
と
し
て
禁
止
さ
れ
た
と
の

訴
え
が
あ
っ
た
が
、
事
実
か
。
他
の
矯
正
施
設
で
も
同
様
か
。 

（
1
） 

国
連
規
約
人
権
委
員
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
勧
告
（
第
二
七
）
は
「
日
本
の
矯
正
施
設
の
制
度
の
多
く
の
側
面

に
深
い
懸
念
を
有
し
て
お
り
、
こ
れ
ら
は
、
規
約
第
二
条
三
（
ａ
）
、
第
七
条
及
び
、
第
一
〇
条
と
の
適
合
性
に
重 

 
 

大
な
疑
問
を
提
起
す
る
も
の
で
あ
る
」
と
し
て
い
る
が
、
こ
の
勧
告
を
ど
う
受
け
止
め
る
か
。 

（
4
） 
国
連
規
約
人
権
委
員
会
の
日
本
政
府
に
対
す
る
勧
告
（
第
二
一
）
で
は
「
委
員
会
は
死
刑
確
定
者
の
拘
禁
状
態
に

付
い
て
、
引
き
続
き
深
刻
な
懸
念
を
有
す
る
。
特
に
、
委
員
会
は
、
面
会
お
よ
び
通
信
の
不
当
な
制
限
な
ら
び
に
、

死
刑
確
定
者
の
家
族
お
よ
び
弁
護
士
に
執
行
の
通
知
を
行
わ
な
い
こ
と
は
、
規
約
に
適
合
し
な
い
と
認
め
る
。
委
員

会
は
死
刑
確
定
者
の
拘
禁
状
態
が
、
規
約
七
条
、
第
一
〇
条
一
に
従
い
、
人
道
的
な
も
の
と
さ
れ
る
こ
と
を
勧
告
す

る
」
と
し
て
い
る
。
政
府
は
こ
の
勧
告
を
ど
う
受
け
止
め
た
か
。 

再
審
請
求
の
た
め
の
接
見
も
同
様
で
、
時
間
も
一
回
三
〇
分
に
制
限
さ
れ
て
い
る
。
こ
う
し
た
取
扱
い
は
、
国
際
人

権
〈
自
由
権
〉
規
約
の
一
四
条
三
項
、
国
連
被
拘
禁
者
人
権
原
則
一
八
に
違
反
し
て
い
な
い
か
。 六 

 



 

四 

領
置
物
管
理
規
則
と
外
国
人
被
拘
禁
者
の
処
遇 

五 

懲
罰 

（
3
） 

外
国
人
被
拘
禁
者
の
た
め
、
外
国
語
を
話
せ
る
職
員
は
各
矯
正
施
設
に
何
人
い
る
か
。
施
設
ご
と
に
外
国
語
の
種

類
、
人
数
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。
国
連
被
拘
禁
者
人
権
原
則
一
四
で
は
、
自
国
語
で
の
権
利
義
務
の
告
知
を
保
障

し
て
い
る
が
、
同
原
則
に
違
反
す
る
状
態
に
よ
も
や
な
っ
て
い
な
い
か
。 

（
2
） 

国
連
規
約
人
権
委
員
会
へ
の
第
四
回
報
告
書
で
は
、
刑
事
施
設
に
Ｃ
Ｄ
―
Ｒ
Ｏ
Ｍ
翻
訳
機
を
導
入
し
た
こ
と
、
食

事
に
宗
教
上
の
配
慮
を
行
っ
た
こ
と
以
外
言
及
が
な
い
が
、
そ
の
他
に
改
善
点
は
な
い
の
か
。 

（
1
） 
一
九
九
七
年
一
〇
月
か
ら
、
全
国
の
矯
正
施
設
で
施
行
さ
れ
た
「
領
置
物
管
理
規
則
」
に
基
づ
く
領
置
物
の
規
制

は
在
監
者
が
居
房
で
使
用
す
る
訴
訟
関
係
資
料
を
収
容
期
間
等
を
考
慮
せ
ず
、
総
量
規
制
の
対
象
と
し
て
い
る
。
現

行
監
獄
法
は
被
拘
禁
者
本
人
の
意
志
に
よ
ら
な
い
領
置
物
の
処
分
は
、
そ
れ
が
保
存
に
適
さ
な
い
場
合
に
お
い
て
や

む
を
得
ず
破
棄
す
る
こ
と
を
認
め
て
い
る
に
す
ぎ
ず
、
領
置
物
の
制
限
は
設
け
て
い
な
い
。
同
規
則
は
、
監
獄
法
五

一
条
に
違
反
す
る
の
で
は
な
い
か
。
ま
た
、
国
連
被
拘
禁
者
人
権
原
則
三
六
、
自
由
権
規
約
一
四
条
三
項
Ｂ
に
も
違

反
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。 

七 

 



 

（
4
） 

被
拘
禁
者
が
居
房
内
で
、
瞬
時
「
あ
っ
」
な
い
し
「
あ
ー
」
と
声
を
発
し
た
こ
と
が
大
声
を
出
し
た
と
し
て
、 

（
3
） 

懲
罰
は
、
国
連
被
拘
禁
者
処
遇
最
低
基
準
規
則
二
九
や
国
連
被
拘
禁
者
人
権
原
則
三
〇
は
、
規
律
違
反
と
な
る
行

為
を
、
法
律
ま
た
は
行
政
庁
の
定
め
る
規
則
で
定
め
ら
れ
、
公
表
さ
れ
る
も
の
と
し
て
い
る
。
し
か
し
、
わ
が
国
の

監
獄
法
は
、
五
九
条
で
「
在
監
者
紀
律
に
違
い
た
る
と
き
は
懲
罰
に
処
す
」
と
定
め
る
だ
け
で
、
同
法
の
施
行
規
則

に
も
懲
罰
の
要
件
の
定
め
は
な
い
。
実
際
に
は
、
各
刑
事
施
設
ご
と
に
、
そ
の
長
が
定
め
る
「
所
内
生
活
の
心
得
」

の
な
か
の
遵
守
事
項
に
よ
っ
て
定
め
ら
れ
て
い
る
が
、
現
在
、
各
刑
事
施
設
で
ど
の
よ
う
な
懲
罰
の
規
定
が
定
め
ら

れ
て
い
る
の
か
述
べ
ら
れ
た
い
。 

（
2
） 
厳
正
独
居
処
遇
は
諸
外
国
に
お
い
て
存
在
し
な
い
制
度
と
さ
れ
る
。
拷
問
ま
た
は
、
残
虐
な
、
非
人
道
的
な
、
も

し
く
は
品
位
を
傷
つ
け
る
取
扱
い
を
禁
止
し
て
い
る
国
際
人
権
〈
自
由
権
〉
規
約
七
条
、
自
由
を
奪
わ
れ
た
す
べ
て

の
者
に
対
し
て
、
人
道
的
に
か
つ
人
間
の
固
有
の
尊
厳
を
尊
重
し
た
取
扱
い
を
保
障
し
た
同
規
約
一
〇
条
に
違
反
し

た
も
の
で
は
な
い
の
か
。 

（
1
） 

国
連
規
約
人
権
委
員
会
は
日
本
政
府
に
対
し
「
革
手
錠
等
、
残
虐
か
つ
非
人
道
的
取
扱
い
と
な
り
得
る
保
護
措
置

の
頻
繁
な
使
用
」
の
改
善
勧
告
を
行
っ
た
が
、
こ
の
勧
告
を
ど
う
受
け
止
め
て
い
る
か
。 

八 

 



 

 

九 

一
〇
日
間
の
軽
屏
禁
と
さ
れ
た
と
の
訴
え
が
あ
る
が
、
そ
の
よ
う
な
措
置
が
取
ら
れ
て
い
る
の
か
。 

（
5
） 

被
拘
禁
者
が
処
遇
問
題
に
関
す
る
請
願
を
取
り
下
げ
る
よ
う
職
員
か
ら
要
請
さ
れ
、
ま
た
、
こ
の
よ
う
な
行
為
を

行
う
こ
と
は
「
仮
釈
放
が
な
く
な
る
」
な
ど
の
圧
力
を
受
け
た
と
の
訴
え
が
あ
る
が
、
事
実
か
。
刑
務
官
に
対
し 

 
 

て
、
被
拘
禁
者
の
権
利
に
つ
い
て
の
教
育
は
行
わ
れ
て
い
る
の
か
。 

（
6
） 

革
で
で
き
た
特
性
の
手
錠
を
革
帯
に
固
定
し
、
苦
痛
を
増
す
よ
う
な
使
用
方
法
が
と
ら
れ
、
手
錠
部
分
に
も
、
金

属
手
錠
や
ビ
ニ
ー
ル
紐
と
併
用
し
て
わ
ず
か
な
遊
び
の
部
分
を
な
く
し
、
緊
縛
度
を
高
め
る
使
用
方
法
が
数
日
以
上

も
継
続
さ
れ
、
そ
の
間
、
食
事
・
排
泄
は
介
添
え
人
に
頼
る
か
、
口
だ
け
を
用
い
る
、
犬
食
い
、
垂
れ
流
し
状
態
と

な
る
こ
と
が
あ
る
と
い
わ
れ
る
が
事
実
か
。
故
意
に
苦
痛
を
増
す
よ
う
な
使
用
方
法
は
法
務
省
の
一
九
五
七
年
一
月

二
六
日
付
の
通
達
で
も
厳
し
く
禁
止
さ
れ
て
い
る
が
、
通
達
以
降
に
問
題
と
な
っ
た
例
は
あ
る
か
。 

（
7
） 

一
九
九
八
年
一
月
二
一
日
、
東
京
高
等
裁
判
所
は
、
千
葉
刑
務
所
の
被
拘
禁
者
が
、
革
手
錠
・
保
護
房
懲
罰
を
受

け
た
こ
と
に
対
し
て
、
行
き
過
ぎ
と
し
て
賠
償
を
命
ず
る
判
決
を
言
い
渡
し
、
国
側
が
控
訴
せ
ず
、
判
決
が
確
定
し

た
事
例
が
あ
る
が
、
国
が
な
ぜ
控
訴
を
断
念
し
た
の
か
理
由
を
明
ら
か
に
さ
れ
た
い
。 

右
質
問
す
る
。 


